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＜バージョンアップ概要＞

今回のバージョンアップは、主に令和７年度雇用保険法改正への対応を行いました。

令和７年度労働保険年度更新に対応いたしました。

＊年度更新の電子申請の受付開始は６月１日からになります。ご注意下さい。

  下記、厚生労働省ホームぺージをご確認ください。

労働保険年度更新に係るお知らせ ｜厚生労働省

以下、今回のバージョンアップで対応した電子申請の届出になります。

【変更】出生時育児休業給付金・出生後休業支援給付金（令和７年４月以降手続き）

【変更】育児休業給付金・出生後休業支援給付金（初回申請）（令和７年４月以降手続き）

【変更】育児休業給付金・出生後休業支援給付金（分割取得）（令和７年４月以降手続き）

【変更】育児休業給付金・出生後休業支援給付金（令和７年４月以降手続き）

【追加】出生後休業支援給付金（令和７年４月以降手続き）

【追加】育児時短就業給付金（初回申請）（令和７年４月以降手続き）

【追加】育児時短就業給付金（令和７年４月以降手続き）

＊育児時短就業給付金支給申請書及び育児休業給付金／出生後休業支援給付金支給申請書は、

　用紙を入手できないため、電子申請のみの対応となります。

今回追加された育児時短就業給付金の入力項目は、従来の育休給付受給資格確認及び

育休給付支給申請タブに、この度追加しました【育児休業等区分】を【2:時短就業】に

変更していただくことで、入力項目が切り替わり表示されます。

項目の詳細につきましては、下図の＜画面イメージ＞をご確認ください。

○随時手続き

１．育休給付受給資格確認

・【育児休業等区分】選択欄を追加しました。

　【1:育児休業】選択時は育児休業用の項目が表示されます。

　【2:時短就業】選択時は時短就業用の項目が表示されます。

  ＊当区分の選択によって出力される用紙が自動的に切り替わります。
　＊同一の子について育児休業を【育休取得】１回目で取得後に、
　  育児時短就業に切り換える場合は【育休取得】を２回目に変更し、入力を行ってください。

・ 出生後休業支援給付金欄に【配偶者の被保険者番号】【配偶者の育児開始年月日】【配偶者の状態】

　 払渡金融機関指定欄に【公金受取口座利用希望】入力欄を追加しました。

・【育児時短就業給付受給資格確認票・（初回）育児時短就業給付金支給申請書】の

　 印刷に対応しました。

・【出生後休業支援給付金支給申請書】の印刷に対応しました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html


＜画面イメージ（育児休業等区分【1:育児休業】選択時）＞



＜画面イメージ（育児休業等区分【2:時短就業】選択時）＞

＜印刷ダイアログ（育児休業等区分【1:育児休業】選択時）＞



＜帳票イメージ＞（赤枠部分は追加された項目です）



＜印刷ダイアログ画面（育児休業等区分【2:時短就業】選択時）＞

＜帳票イメージ＞



＜印刷ダイアログ画面＞

＜帳票イメージ＞



２．育休給付支給申請

・【配偶者育休取得】欄を【パパ・ママ育休プラス制度活用】欄に変更しました。

 ・【育児休業等区分】選択欄を追加しました。

　 【1:育児休業】選択時は育児休業用の項目が表示されます。

　 【2:時短就業】選択時は時短就業用の項目が表示されます。

  ＊当区分の選択によって出力される届出が自動的に切り替わります。

＜画面イメージ（育児休業等区分【1:育児休業】選択時）＞



＜画面イメージ（育児休業等区分【2:時短就業】選択時）＞



３．育児給付受給資格確認（出生）

・【育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金／出生後休業支援給付金支給申請書】の

　 印刷に対応しました。

・ 出生後休業支援給付金欄に【配偶者の被保険者番号】【配偶者の育児開始年月日】【配偶者の状態】

　 払渡金融機関指定欄に【公金受取口座利用希望】入力欄を追加しました。

＜画面イメージ＞

＜印刷ダイアログ＞



＜帳票イメージ＞（赤枠部分は追加された項目です）



＜印刷ダイアログ＞

＜帳票イメージ＞



○電子申請

１．届書作成

・【50:個人番号登録届（連記）】の電子申請に対応しました。

＜画面イメージ＞

・【60:出生後支援給付金支給申請書】の電子申請に対応しました。

＜画面イメージ＞



・【61:時短受給資格確認・支給申請・賃金証明】の電子申請に対応しました。

＜画面イメージ＞



・【63:育児時短就業給付金支給申請書】の電子申請に対応しました。

＜画面イメージ＞

・【労働保険】『25：概算・確定申告書（継続）』『30：確定保険料申告書（継続）』令和7年度の申請に対応しました。

 ＊年度更新の電子申請の受付開始は６月１日からになります。ご注意下さい。



２．雇用確認書／同意書

・用紙選択欄に時短就業を追加しました。

＜帳票イメージ＞



・育児休業の確認書/同意書の新レイアウトに対応しました。



３．電子申請（状況確認）

・年度初め等の電子申請混雑時に発生しておりました到達番号が取得されない場合に備え、

　対処機能を追加しました。

 ＊上記のような特殊な状況でのみ使える機能になります。下記に手順を記載しますが、

　 実際に下図のように【到達番号未取得】と表示された場合には弊社サポートへご連絡ください。

①到達番号が取得されなかった場合は下図の赤枠のように【到達番号未取得】と

　表示されます。該当の行をクリックして状況確認画面を開きます。

②赤枠の到達番号確認ボタンをクリックします。



③e-Govサーバ情報に送信履歴が表示されます。該当の届出を選択して【設定】ボタンを押します。

④確認メッセージが表示され【はい（Y）】を押すと到達番号が上書きされます。

⑤到達番号が上書きされていることを確認してください。

○事業所

１．事業所エクスポート

・項目選択に【メールアドレス】を追加しました。


